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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年３月１６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２８年２月８日 １４時１０分ごろ 

発生場所 長崎県対馬
つ し ま

市比田勝
ひ た か つ

港 

  比田勝港雷 埼
いかづちさき

灯台から真方位１１４°２７０ｍ付近 

  （概位 北緯３４°３９.１′ 東経１２９°２９.０′） 

事故の概要  漁船宝生
ほうせい

丸は、北東進中、浅瀬に乗り揚げた。 

  宝生丸は、船尾部船底外板の亀裂等を生じた。 

事故調査の経過 平成２８年２月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船  宝生丸、４.６トン 

 ＮＳ３－８６５１４（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.９５ｍ（Lr）×２.９５ｍ×０.８８ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数９０、昭和５９年４月１５日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ８３歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年３月７日 

    免許証交付日 平成２６年８月２６日 

                  （平成３２年１月３１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船尾部船底外板に亀裂、プロペラ翼、プロペラ軸及び舵頭材に曲損 

 気象・海象 気象：天気  晴れ、風向  南西、風力  ４、視界  良好 

海象：海上  平穏、潮汐  ほぼ低潮時、潮高  約１３cm 

月齢：２９日 

長崎県上対馬には、２月８日０４時３９分に強風注意報が、１０時

４６分には波浪注意報がそれぞれ発表され、本事故時も継続中であっ

た。 

 事故の経過   本船は、船長ほか１人が乗り組み、刺し網漁を行う目的で、平成２

８年２月８日１４時０５分ごろ比田勝港を出発した。 

船長は、操舵室で台の上に立って天窓から顔を出し、約８ノットの

対地速力で、ふだんどおり比田勝港の沖にある防波堤（沖）（以下



- 2 - 

「沖防波堤」という。）の南端付近に向けて東南東進し、沖防波堤の

北側を通過するつもりで左舵を取ったところ、１４時１０分ごろ船尾

部船底に衝撃を感じた。  

船長は、浅瀬に乗り揚げたと思い、主機を停止したが、本船が南西

の風によって押され、沖防波堤に向かって船底を擦りながら動き出し

たので、主機のクラッチを前進側に入れて左転しようとしたところ、

プロペラに衝撃を感じ、また、舵が動かなかったので、再度主機を停

止した。 

 本船は、その後、南西の風に押されて離礁した。 

 船長は、携帯電話で自宅にいる家族に連絡を取っていたとき、巡視

艇が比田勝港から出て来たのを認め、手招きしながら大声で救助を求

めた。 

 本船は、来援した巡視艇に横抱きされて比田勝港の岸壁に着岸し

た。 

（付図１  事故発生経過概略図  参照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約０.５ｍ、船尾約１.５ｍであった。 

海図Ｗ１７５（比田勝港）によれば、‘比田勝港雷埼灯台と沖防波

堤との間には南方に向けて舌状に張り出した浅所域’（以下「本件浅

所域」という。）があり、本事故発生場所の水深は１.３ｍである。ま

た、沖防波堤と本件浅所域との間の可航水路（水深２ｍ以上）幅は、

沖防波堤の西方で最大約１８０ｍ、北端部で約３０ｍである。 

船長は、岸壁から本船に乗り込む際、岸壁から上甲板までの段差の

具合から、大潮の低潮時であることを知った。 

船長は、比田勝港の北北東方沖にある漁場まで近道をする目的で沖

防波堤の北側を通ることとしており、ふだん沖防波堤の南端付近に向

けて東南東進し、沖防波堤までの距離を目測して北北東方へ変針し、

沖防波堤と本件浅所域との間を航行して比田勝港外に出ていた。 

船長は、沖防波堤の南端付近で変針する際、沖防波堤までの距離を

感覚的に判断して左舵を取っていた。 

船長は、２４～２５歳ごろから比田勝港周辺で操船及び操業を行っ

ており、高潮時には本事故発生場所付近を通航した経験があった。 

船長は、夜間に航行する際、安全航行のためＧＰＳプロッターを使

用しているが、本事故時は昼間であり、周囲が見えていたので使用し

ていなかった。 

船長及び乗組員は、本事故時、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、比田勝港内を東南東進中、船長が、沖防波堤までの距離を
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目測し、船位の確認を適切に行っていなかったことから、日頃の変針

予定場所よりも手前で変針し、本件浅所域に乗り揚げたものと考えら

れる。 

船長は、出航時には大潮の低潮時であることは知っていたものの、

沖防波堤の南端付近に向けて東南東進中、大潮の低潮時によって沖防

波堤がふだんより高く見えていたことから、沖防波堤までの距離の目

測を誤った可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、本船が、比田勝港内を東南東進中、船長が、沖防波堤ま

での距離を目測し、船位の確認を適切に行っていなかったため、日頃

の変針予定場所よりも手前で変針し、本件浅所域に乗り揚げたものと

考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

  ・浅瀬が存在する水域を航行する場合、避険線を設定するなどして

船位の確認に心掛けること。 

 ・魚群探知機など水深が表示される機器を備えている場合、表示さ

れる水深は船底下の水深であることに注意すること。 
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図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２８年２月８日 １４時１０分ごろ発生） 
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ふだんの進路 

事故時の進路 
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